
4

国民健康保険

　国民健康保険の健全運営と、応能分（所得割・資産割）と応益分（均等割・平等割）の賦課割合

の平準化を図るため、本年度において、次のとおり税率の改定をしましたのでお知らせします。

　皆さんのご理解とご協力をお願いします。

※なお、今回の税率改定および平成１６年度の町県民税の決定に基づき、本年度の保険税を算定し、国民健康保険税
納税通知書を８月中旬に送付します。

保険税率の改定内容

改　定　後改　定　前
医 療 給 付 費 分
（加入者全員が対象）

５�４／１００４�７２／１００基準総所得金額に乗ずる率所 得 割 額

７９／１００９９／１００固定資産税額に乗ずる率資 産 割 額

２３�０００円２０�０００円１人につき均 等 割 額

２７�０００円２２�０００円１世帯につき平 等 割 額

据え置き５３０�０００円��課 税 限 度 額

改　定　後改　定　前
介 護 納 付 金 分

（加入者のうち、年齢４０歳から６４歳までの人が対象）

１�６８／１００１�３／１００基準総所得金額に乗ずる率所 得 割 額

１２�８００円１０�８００円１人につき均 等 割 額

据え置き８０�０００円課 税 限 度 額
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改正後改正前

小学校第３学年終了前
（９歳到達の最初の年度末）

※平成７年４月２日以降に生まれ
た児童

義務教育就学前
（６歳到達の最初の年度末）

※平成１０年４月２日以降に生まれ
た児童

対象年齢

第１子、２子　 ５,０００円
第３子以降　　１０,０００円

手当月額

２月・６月・１０月（定時払い）
※なお、制度改正による手当は申
請受付状況により随時払いとな
ります。

２月・６月・１０月（定時払い）支払時期


